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図書構成の差異（項目名称が異なるた
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5.1 構造強度 

発電用原子炉施設は，設計基準対象施設の耐震重要度分類及

び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に伴う地震

力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した

上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及び変形

に対し，設計上の配慮を行う。 

自然現象に関する組合せは，Ⅴ-1-1-3「発電用原子炉施設の

自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちⅤ-1-

1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷

の防止に関する基本方針」に従い行う。なお，地震荷重と風

荷重の組合せは「同時に発生する可能性が極めて低いもの」

として整理し抽出されていないが，屋外に設置されており風

の影響を受けやすいと考えられる施設については，地震荷重

と風荷重を組み合わせた場合の影響について確認した結果を

Ⅴ-2-別添 4「地震荷重と風荷重の組合せの影響評価結果」

に示す。 

また，Ⅴ-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

の防止に関する説明書」のうちⅤ-1-1-3-2-1「耐津波設計の

基本方針」，Ⅴ-1-1-11「通信連絡設備に関する説明書」，

Ⅴ-1-7-3「中央制御室の居住性に関する説明書」，Ⅴ-1-9-

3-1「緊急時対策所の機能に関する説明書」及びⅤ-4-2「生

体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」に

おける耐震設計方針についても本項に従う。具体的な荷重の

組合せと許容限界はⅤ-2-1-9「機能維持の基本方針」の表 3

－1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

①記載方針の差異（実用炉規則別表

第二にて要求されている添付書類を

記載（～のうち）した上で，当該の

添付書類を記載している。以下同

様。） 

②図書名称の差異 

③設計方針の差異（KK7では地震荷

重と風荷重は組み合わせないもの

の，風の影響を受けやすいと考えら

れる施設の影響評価結果をⅤ-2-別添

4に記載している。） 
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